
+
A
E
回
毎
穴
国
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事
ヨ
一
種
田
健
噛
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可

R
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-
回
一
同
礎
自
己
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話}

輔

議

論

叢

不
動
産
貸
営
業
の
地
方
間
課
税
・
・
-
法
一
竺
博
士
神
戸
正
雄

一
時
比
幕
府
産
物
曾
所
設
立
計
轟
に
つ
い
て
"
精
道
中
博
士
本
庄
柴
治
郎

批

町

論

醐

新
地
祖
方
案
を
論
ず
・
・
・
・
・
・
・
・
・
喜
一
串
博
斗
4

妙
見
コ
一
一
郎

率
勢
米
慣
に
就
い
て
白
抽
"
“
"
手
段
ナ
土
堵
川
虎
一
二

韻

苑

濁
逸
ぜ
・
・
ム
業
金
融
情
一
川
町

F
E∞
青
山
咽
田
口
}
-
急
・
経
湾
月
半
士
楠
見
一
正

米
の
銘
柄
別
短
期
清
算
取
引
を
評
す
・
-
経
由

Z
Z
A
1
西
庄
衣
耶

雑

録

消
費
組
合
に
よ
る
米
の
配
給
・
・
・
・
・
経
済
畢
士
谷
口
吉
彦

段
別
割
の
存
在
理
由
.
，
•.••••• 

経

Z
Z
安

田

元

七

支
那
経
漕
の
衰
退
ミ
そ
の
復
興
問
題
・
・
経
由
栂
撃
士
大
上
末
虞

近
江
日
野
町
志
を
護
み
て
・
・
・
・
・
樫
漕
曲
学
士
菅
野
和
太
郎

附

附

鋒

齢

新
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題

本
誌
第
二
十
一
巻
乃
至
第
三
十
巻
論
題
索
引



幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設

烹
計
量
に
つ
い
て

第
三
+
二
谷

三
〇
四

第

二
號

幕
末
に
於
け
ろ
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
書

に
つ
い
て

【
八

本

庄

榮

治

耶

回
、

緒

目口

徳
川
時
代

の
後

事
以
後

、
貨
幣
経
済

の
登
淫

こ
な

り
.

町
人

は
新

し
き
富

を
集
積
し

て
士
農

圃
階
級

に
樹
立

し

自
然
経

濟

の
上

に
立
脚

せ

る
士
農

雨
階
級

は
経
済

的
窮

乏

に
陪

つ
た
。

こ
の
経
済

上
の
攣
化

に
慮

せ
ん
が
セ

め
に

は
、
士
農
爾
階
級

も
、
幕

府
諸
藩
も
自
ら

町
人

化
せ
ざ

る
を
得

ざ

る
に
至

つ
完
。
遠
山
景
賢

が

『
先

大
夫
士

庶
人

を
富

さ
ん
ε
徴

せ
ぱ

、
金

銀

の
権
を
商
賈

に
執
ら

る
べ
か
ら
ざ

る
な

り
」

ざ
て
金
融
業
を
官
府

の
手

に
牧

む

べ
き

ワ
リ

エ

こ
ご
を
論
じ

、
ま

た

「
牧

米
権
上

書
」

に
米
権

を
官

に
牧

む

べ
し

ご
な
せ

る
が
如

き
、
何

れ
も
之

に
よ

っ
て
政
府

の
財
力
を
伸
展
し

、
町
人

の
権
を
挫

ぎ
て
官
椹

を
確
立

せ
し

め
ん
こ
す

る
も
の
に
外
な
ら

漁
。

事
實

上

に
於

て
幕
府
諸
藩

が
経
濟

上

の
遜
化

に
順
鷹

せ
ん
が

泥
め

に
町
人

的
行
動
を
執

っ
た

こ
ご
は

、
幾
多
事

例
の
存
す

る
虜

で
あ

る
が
、
か
の
專
責

類
似

の
制
度

や
、
国
産
會

所
設
置

の
如

き

は
即
ち
そ

の

一
面
を
示
す

も
の

で
あ
ら
う
。
「
経
濟

録
」
に
曰
く

『
今
の
世

の
緑
あ
る
士
大
夫
も
国
君
も
皆
商
賈

の
如
く
、
偏

に
金
銀
に
て
萬
事
用
を
足
す
故
に
、
如
何

に
も
し
て
金
銀
を
手
に
入
る
る
計
を
爲
す

1)利 櫨論(日 本 脛濟 叢書 、第十 一巻 、521頁)
2)日 本 経 濟叢 書 、第 三十 二巻 、339頁



是
今
の
急
務

と
見
ゆ
る
な
り
。
金
銀
を
手
に
入

る
る
術
は
、
費
買
よ
り
近
き
事
な
し
。
當
代
に
も
普
よ
η
萱
買
に
て
國
用
を
足

し
、
緑
食
に
代
ふ

る
國
あ
り
。
欝
馬
侯
は
小
國
を
領
し
て
僅
二
萬
鯨
石

の
碌
な
る
が
、
朝
鮮
人
参
其
他
諸
の
貨
物
を
甚
だ
賎
く
買
入
れ
、

一
閲

に
占
め
て
甚
だ
貴
く

費
り
出
す
故

に
、
二
十
萬
石
の
諸
侯

に
比
し
て
猴
餓
裕
あ
り
。
松
前
君
は
松
前
を
領
し
て
七
千
石
の
碌
な
る
が
、
団

の
土
産
と
蝦
夷

の
貨
物
を
占

て
賣

る
故
に
五
萬
石
の
諸
侯
も
及
ば
ざ
る
程
の
富
な
り
。
石
州

の
津
和
野
侯
は
四
萬
石
鹸

の
碌
な
る
が
、
板
紙
を
製
出

し
て
是
を
占

め
て
賣

る
故

に
十
五
萬
石
の
緑
に
比
す
。
向
州
濱
田
侯
も
津
和
野
侯

に
倣

ひ
て
板
紙
を
造
り
出
す
故
に
、
五
萬
石
の
緑
に
て
十
萬
石
蝕

の
富
を
な
す
と
云

ヘ
リ

薩
摩
は
本
よ
り
大
國
な
れ
ど
も
、
琉
球
の
貨
物
を
占

め
て
賣
り
出
す
故

に
、其

の
富
有
海
内
に
勝
れ
た
り
。
中
華

の
貨
物
も
琉
球
に
傳

へ
て
薩
摩
に

来
り
、
薩
摩
よ
り
此
方

の
諸
国

に
流
布
す
る
こ
と
多

し
。
謝
馬
・薩
睡
・松
前
は
皆
外
国

の
貨
物
を
占
め
て

一
国
よ
り
費
出
せ
ば
他

の
諸
侯

の
比
類

す
る
所
に
論
ず
。
津
和
野

・
沼
田
の
如
き
は
其
土
地

の
産
物
を
占

め
て
各

一
図
よ
り
賢
出
し
て
國
用
豊
饒
な
り
。
新
宮
侯
は
紀
伊

の
上
郷
に
て
三

の
　

萬

石

の
碌

な
る
が
、
熊
野

の
山
海
物
産

を
占

め

て
資

り
出

し

て
富

+
萬

石

に
比
す

と

い
ふ
』

と
。

各

藩

に
お
け

る
專
頁
制

度
は
徳
川
時
代

の
初
期

よ
り
存
す

る
が
、
中
期
以
後

に
盛

ん
で
あ
り
、
吉
宗

以
後

多
く

　

設
け
ら

れ
た
各
地

の
國
産

會
所

は
、
早

く
は
、
生

産
漿
働

の
意
味

を
有

せ
し
も

の
で
あ

る
が
、
後

に
は
国
産

の
費

買

に
關
す

る
も

の
、
即

ち
專
責

類
似

の
も
の

ざ
し

て
考

ふ
べ
き

も
の
が
多
く
な

つ
π
。
幕
府

は
物
償

政
策

の
方
面

か
ら
屡

々
産

物

の

〆
責

〆
買
を
禁
し

、
天
保
十

三
年
十

月

に
は
畿
内
中
国
西
國

四
國
筋

の
諸

藩

に
命

じ
て
國
産

品

の
專
責

を
禁
し

て
み

る

(註
)。
是

れ
天
保

改
革

に
於
け

る
問

屋
組

合
停

止

の
翌
年

に
行
は
れ

把
も

の
で
あ

っ
て
、

物
償

引
下

政
策

ご
し
て
行

は
れ
た
も

の

で
あ

る
こ
ご
は
明

か

で
あ
る
。
然

る
に
幕

末

に
至

っ
て
幕
府
自

ら
産

物
會

所

の
如

き
も
の
を
設
け

、
專
責
類
似

の
方
法
を
行

は
ん

ご
し

π
。
之
は
天
保
十

三
年
の
如
き
物
慣

政
策

ε
し
て
行

ふ
も
の

で
は
な

く

、
そ

の
目
的
は
之

に
よ

っ
て
商

人
の
椹
を

挫
き

、
幕

府

の
財
力

に
資

せ
ん
こ
し
髭
も

の
で
あ

る

幕
末

に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
叢
に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
〇
五

第

二
號

一
九

3)日 本 経 済 叢書 、第 六巻 、291頁
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・

幕
末

に
於
け
る
幕

府
…産
物
曾
所
設
立
計
避

に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
〇
六

第

二
號

二
σ

が

、
そ

の

形

に
於

て

は

天

保

十

三

年

に

各

藩

に

禁

せ

し

こ

ご

を

、

今

や

幕

府

自

ら

行

は

ん

こ
す

る

に

至

っ
た

も

の

で

あ

る

。

(
註
)
『
大
日
付
曽

近
来
五
畿
内
中
国
西
國
四
國
筋
國

々
領
主
地
頭
に
お
み
て
自
分

の
産
物
は
不
及
申
、
他
の
國
産
を
も
夫

々
手
段
を
以
て
買
集
、
資
荷
を
蔵
物

に

引
直
し
、
蔵
屋
敷
え
圃
置
、
相
場
高
直

の
砺
相
梯
、
叉
は
銘

々
出
入
の
町
人
共
に
爲
資
捌
、
〆
萱
同
様

の
及
取
計
、
依
而
は
領
主
地
頭

の
棲
威

を
以
他

の
費
買
え
差
障
、
或
は
無
調
他
所

の
者
よ
り
冥
加
銀
等
差
出
候
哉
之
趣
も
相
聞
、
以
.の
外

の
事

に
候
。
尤
諸
色
直
段
引
下
げ
方

の
儀

に

付
滾

々
相
㈹
候
趣
も
膚
之
候
上
は
、
領
主
地
頭
に
お
み
て
前
書
悪
弊
早

々
改
革
可
有
之
は
勿
論
に
候
得
共
、
萬

…
是
迄

の
仕
来
に
翔
循

い
た
し

不
頁

の
取
計
於
不
相
止
は
糺

の
上
急
度
可
被
及
御
沙
汰
候
,

わ

右
之
趣
可
被
相
鯛
候

.

』

　の

二

、
安

政

=
年

の
産

物

宮

所

幕

末

に

お
け

る
産

物

會

所

に

つ
い
て

は

、
安

政

二
年

十

一
月

ご
憂

慮

元

年

十

】
月

ご

の

二
例

が

あ

る

。
何

れ

も

計

書

で
あ

っ
て
實

現

し

た

も

の

で
は

な

か

っ
た
。

安

政

二
年
十

一
月

四

日
老
中

阿

部

伊
勢

守

よ

り
評

定
所

一
座

、
大

目
付

、

御
勘

定

奉

行

、
御

目
付

、
御

勘

定

吟

味

役

へ
渡

さ
れ

た

評

議

重
日
に
曰

く

『近
年
来
諸
國
地
震
津
浪
等
の
天
災
打
線
且
諸
夷
魔
入
津
致
し
、
殊
に
此
度
江
戸
表
大
地
震
に
付
て
は
世
上
の
謄
氣
大
に
折
け
、
此
融
被
差
置
候

は
ゴ
彌
以
画
家
の
衰
弱
相
増
御
国
勢
復
古
可
致
様
も
無
之
、
畢
竟
公
邊
御
勝
手
向
累
年
莫
太
の
御
物
入
に
て
御
繰
合
不
宣
、
其
上
諸
夷
の
御
手
當

杖
暫
時
も
難
破
差
置
候
澗
、
此
後
の
御
入
費
は
尚
更
顕
然
の
儀
に
有
之
、
諸
家
連
も
伺
檬
積
年
散
財
相
続
、
何
れ
も
疲
弊
致
し
居
候
上
、
此
度
の

4)日 本 財政 経 済史料 、第七巻 、816頁
5)市 中取締練 類 集 、諸家 國 産 の部 、第 四



,

地
震

に
て
上
下

一
層

の
無
力
を
落
し
候
事
故
、
方
今

の
急
務
は
富
國
張
兵

の
外
有
之
間
敷
、
然
る
礎
尋
常
の
御
庭
銭
に
て
は
蓮
菟
可
相
屈
様
無
之

ヤ

も

し

ロ

も

し

セ

セ

も

常
節

の
場
合
實
に
不
容
易
時
勢

に
付
、
何
れ
に
も
非
常

の
御
庭
置
府
之
度
、
就

て
は
諸
国

よ
り
出
鶴
座
勅
額
御
料
は
御
代
官
私
領
は
領
主
地
頭
よ

も

し

じ

じ

う

し

し

ロ

も

い

も

も

し

も

カ

も

㍊

嗅

電

凝

養

致
、
都
合
霧

斯
程

諸
國
霧

會
所
と
申
名
目
に
・
た
し
、
・
五
・
葉

叢

砦

之
、
鑑

識

蘇

惣

選

り

う

し

レ

も

も

セ

コ

お
み
て
直
に
爲
萱
捌
、
尤
御
代
官
は
手
附
手
代
諸
家
よ
り
は
家
来
差
出

し
町
人
共
ね
直
に
萱
捌
、
諸
家
御
旗
本
御
家
人

の
向
も
産
物
相
求
度
望

の

カ

も

セ

し

ぬ

も

し

セ

し

も

ら

も

し

も

セ

も

も

も

し

も

.も

の
は
、
小
買
等
も
勝
手
次
第
爲
萱
渡
、
公
儀
.凡
は
産
物
責
上
高
に
慮

じ
冥
加
上
納
金
爲
差
出

、
諸
雑
費

の
御
入
用
に
相
充
候
は
ゴ
御
盆
に

も
相

成
、
且
諸
家

に
て
も
出
産

の
品
直
費

に
相
成
候
は
ゴ
、
大
坂
商
人
共
を
始
津

々
浦

々
、12
利
分
相
掛
候
儀
相
省
き
利
益
不
少
儀
に
可
宥
之
候
。
右
様

相
成
候
得
ば
大
坂
商
人
共
は
申

に
不
及
江
戸
表
巨
商
共
も
根
本

よ
リ
責
崩
さ
れ
候

に
付
、
〆
費

〆
買
等

}
切
出
來
不
申
、
定
而
難
澁
中
立
相
騒
可

申
候
得
此
ハ、

い
つ
れ

芳

宜
三

方
は
不
宣
道
理
に
候
間
、
大
筆

の
事
に
食
着

い
た
し
候

て
は
何
事

萬

来

い
た
す
間
数
・
且
商
人

の
難
澁
は
・

難
澁
に
相
違
有
之
間
数
候
糞

素
.、右

利
に
か
し
讐

も
の
興
敏
、
沃

て
他
見
よ
り
考
雑

に
緕

簡

敷
・
叉
阿
・
弧

哭

い
た
し
活
計
の
致

方
は
い
く
ら
も
可
有
之
、
尤
江
戸
大
坂
町
奉
行
等
よ
り
申
詮
方

は
精

々
相
違
候
筈

に
候
。
乍
然
鯨
り
商
人
共
騒
敷
事
κ
も
至
り
可
申
候
は
ゴ
、
先

議

の
た
め
年
限
を
定
被
仰
出
候
は

ゴ
子
細
も
有
之
間
敷
や
、
一
膣
是
迄
大
坂

の
巨
商
は
勿
論
、江
戸

の
大
戸

に
て
自
在
に
天
下
の
財
寳
を
握
り
・
諸

大
名
始
め
過
半
金
主
に
相
頼
大
利
を
貧
ら
れ
、
却
て
彼
等

の
爲

に
公
務
を
相
勤
後
様
成
行
候
は
國
産

の
利
潤
を
葬
れ
、
貧
土
所
を
換
候
よ
り
・
全

武
家
衰
弱
に
至
り
候
儀
に
有
之
、
今
般
は
根
本
よ
り
立
直
さ
れ
候
は
『
武
家

の
威
権
商
人
に
奪

は
れ
候
儀
無
之
、
商
人
共
も
身
分
を
顧
・
四
民
各

其
分
に
安
じ
候
は
V
質
素
節
倹

の
御
教
令
も
是
よ
り
行
は
れ
可
申
、
非
常
の
時

に
は
非
常
の
御
所
置
無
之
候

て
は
御
國
家
御
更
張
の
期
有
之
間
敷

候
問
、
厚
く
勘
辞
評
議

い
た
し
早

々
可
破
牢
聞
候
事
』

之

に
謝
し

て
評

定
所

一
座

よ
り
の
答
申

は
(
二
年
+
二
月
)
先

づ
老
中

よ
b

の
評

議
書

の
趣
旨

は
尤

で
あ
り

、
非
常

の
際

に
は
非

常

の
威
置

に
出

つ
る
は
止
む
を
得

ざ

る
腱

で
あ

る
が
、
非
常

な
れ

ば
こ
て
そ

の
状
勢

を
察

せ
す

見
通

し

の
付

か
ざ

る
こ
ざ
は
小
事

ざ
錐

、
成
b
難
き

こ
ざ
で
あ

る
か
ら

、
熟
議
を
遽

げ
た
旨
を
述

べ
、
さ

て
第

一
段

に

幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
鑑
に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
〇
七

第

二
號

二
』



幕
末

に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
電
に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
〇
八

第
二
號

二
二

江

戸

に
は
産

物

ご
幕
す

る
も
の
な

く
、
米

は
御
料
私
領

よ
り
回
逸

し
、
臨
増
炭
薪

呉
服
類
其
他

は
牧
納

の
金
銀
を

以

て
買
上
げ

、
町
人
共

は
右
を

日
常

て
に
諸
國

の
産
物
を
引
受
責
捌

く
も
の

で
あ
る
か
ら

、
年

々
年
貢
筋

に
て
江

戸

へ
集

b
し
金
銀

は
、
や
が
て
武
家

よ
り
町
人

の
手

に
渡

り
、
夫

よ
b
農
民

へ
戻

る
わ
け
で

あ
る
か
ら

、
困

民
が

質
素

に
そ

の
分
限
を

守
ら
ば
、
偶

合
非
常

災
害

あ
り
ビ
も
現
在

の
如

く
武
家

困
窮

に
陥

る

こ
ご
な

か

る

べ
き

で
あ

る
が
、
世
上
奢
侈

こ
な
り
、
武
家

も
定
式

の
牧
納

に
て
は
足
ら

ざ

る
こ
ε

、
な
勢

、
種

々
の
手
段
を
以

て
借

金
を

疎

し
、
農

民

は
先
納

金
、
四
川
金
を
由
珊付

け
ら
れ

、
凶
な
+
の
散
方
行
届
御か
す
豊

々
轟就
へ
㌔
吼
一畑

は
肝
獄
楠
叩
に
差

入
れ

恥
点取

は
江
戸

へ
出

で

、
商

人

ご
な

る
も
の
多

く
、
之

に
反
し
町
人

は
世
上
奢
侈

に
從

っ
て
種

々
な

る
も

の
を
作

b
出
し

て
高
慢

に
責

出
し
金
銀
を

負
る
に
至

る
。
而

も
武

士
農
民

に
は
牧

納
作
徳

に
限
度

あ

る
も
、
町
人

に
は
利
潤

に
制

限

な
き
セ

め
、
武
家
農

民
は
愈
困
窮

に
階

る
に
至

つ
だ
。
享

保
度

に
物
慣

引

上
を
制

す

る
た

め
、商
人

に
仲
間
組
合

を

造
ら
七
.め
、
〆
費

〆
買
を
禁

じ

、
高
慢

に
責

出

さ

雪
る
様
取
締

の
方
法
を
立

て
ら

れ
π

が
、
仲
間
成

立
し

、
相
互

に
吟
味

し
合

ふ
姿

ご
な

り
、
彼
等

の
申
合

せ
行
届

く

こ
ご

、
な

り
却

て
物
慣
引

上

の
結
果
を
見

る
に
至

つ
だ
。
か

く

て
塗

に
は
町
人

の
力
を
籍
ら

す
し

て
は
政
務

を
行

ふ
能
は
ざ

る
に
至

っ
た

も
の
で
あ
る

こ
て
現
在

の
状
勢

に
至

る
来
由
を
述

べ
、
第

二
段

に
入

っ
て
、
然
ら

ば
富
国

強
兵

の
策

は
如

何

こ

い
ふ
に
、
そ
れ

は
奢
侈

手
重

の
儀
を
禁

ず

る
ご
、
商
賈

の
権

を
挫
く

ビ
の
二

つ
で
あ

る
が
、
産

物
會
斬
取
建

の
案

に

つ
い
て
は
、
そ

れ
は
必
ず

し
も
適
當

で
な

い
こ
し

て
み
る
。
即

ち

(
イ
)
諸

因
産

物
を
稜

ら
す
江

戸

へ
運
塗
し

て
は
江
戸
大
坂

の
商
人

の
み
な
ら

す
、



各
国

す

べ
て

に
差
支
を
生
す

る
で
あ
ら
う
。
蓋
從
來
國
内

の
産

物

が
悉

く
江

戸

に
集

ま
り
し

わ
け

『
は

な
く
・
各

地

城
下
市
場
等

に
持
出
し

各
地
有
無

相
通

せ
し

も
の

で
あ
り
、
例

へ
ば

『
近

く
野
州
宇

都
宮

邊

に
て
は
多

く
土
地

の
米

は
酒

に
造

り
江
府

え
相

廻
し

.
會
津

米
を

食
用

に
致

し
、
甲

信
雨
國

は
織
物
出
来

候
得
共
、
聯
喉
頚

は
上
方
筋

よ
り
相
廻
り
、
且

信
州
路

に
は
中

馬

ピ
唱
候
稼
致
し
候

も

の
数

多
く
有
之

、産

物
を
附

け
宿

々
附
通

し
、
三
州
尾
州

邊

迄
も
罷
越

,
戻

b
馬

に
は
先

々
の
産
物
を

附
持

越
候
や

に
及
承
候

間
何

ゆ
の
國

に
も
右
様

の
仕
来

可
有
之
』
、
然

る
を

一
旦
不
蔑
江

戸

へ
.取
集

め
、
更

に
地
方

へ
散
し

て
は
運
逸

が
二
重

ご
な

り
、
手
数

運

賃
等

鯨
分

に
懸

る
の
み

な
ら
・愉
渡
世

に
離

・・
、
も
の
も
少
一
は
あ

る
ま

い
。
、然

ら

ば

(
ε

従

来
江
戸
大
坂

へ
廻
難

溢
れ
☆
品

の
み
に
つ

き
右

の
仕
法

を

こ
ら
ば
如
何

ざ

い
ふ
に
、
諸

品
を
代
官

領
主

に
て
取

扱
ひ

、
然

る
後
町
人

に
責

渡
す

に
於

て
は
、

諸

色

の
内

、
責

口
遠
き
品

.
叉

は
久

し
く
園
置

て
は
用
立

ざ

る
品
も
出
来

、
且
火
災
其
外
臨

時

の
損
失

も
あ

る
か

ら

、
一
旦

公
邊

叉

は
領
主

に
て
買

上
げ

、
代
金
を
荷
主

へ
渡

さ
な
け
れ

ば
な
ら

漁
で
あ
ら
う
。
領
主
地
頭

は
窮
乏

の

際

で
あ

る
か
ら

、
・拝
借

金
を
願

ふ
者

も
出
家

る
で
あ
ら
う

し
、
そ
う
す
れ

ば
自
然

江
戸
大

坂

に
集
り
し
貨

物
は
残

ら
ず
幕

府

に
て
賀

上
ぐ

る
ε
同
様

の
結

果
こ
な

b
、
莫
大

の
用
意

金
な

く
て
は
到
底
實
行
し
得

べ
か
狂
ざ

る
二
ご

で
あ

る
。
殊

に
諸
家

に
於

て
は
江

戸
大

坂

の
豆
苗

よ
り
国
産

を
引
當

に
前
借
を
な

せ
る
も

の
多
く

、
右
借
金
等
臓

當
分

据
置

に
で
も

せ
な

け
れ
ば
な

ら

組
が
.
か
く
て
は
・一
時
金
融

に
差
支

、
家

業
縫
績
困
難

の
も

の
叡
出
來
、
徐

程

の
決

心
な
く

て
は
貴

行
し
得
ざ

る
露

で
あ

る
。
然

ら
ば
如
何
な

る
方

法

に
よ

っ
て
商
人

の
構
を
挫

ぐ

ぺ
ぎ
か

に

.
幕
末

に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
電

に
つ
い
て

第
三
+
二
巻

三
〇
九

第

二
號

ご
三



幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
魯
所
設
立
計
螢
に
つ
い
て

第
三
+
二
巻

三

一
〇

第
二
號

二
四

つ

い

て
は
第

三

段

に
入

っ
て
之

を

述

べ
て

み

る
ゆ
即

ち
其

方

法

は
問

屋

仲

間

の
禁

止
之

れ

で
あ

る
β

帥

ち

曰

く
.

・門「
.
.
『
假
今
翫
々
な
り
と
も
町
人
の
櫨
を
挫
候
は
ゾ
其
儀
被
差
置
候
よ
サ
は
可
無
、
就
て
は
仲
ケ
間
組
合
之
儀
天
保
度

一
旦
停
止
冥
加
運
上
伽
藍
免
租

成
候
庭
、
央
張
物
償
高
く
取
締
示
宜
由
遼
以
、
.去
δ
平
年
文
化
度
以
前
の
姿
に
復
古
、
.冥
加
運
上
は
彌
相
納
候
に
不
及
智
被
仰
出
候
儀
に
侠
得
咲

カ

い

じ

じ

ロ

ぬ

つ

復
古
致
七
候

て
も
物
債
不
馴
下
候
間
、
第
」
右
は
猫
又
停
止
.被
仰
付
可
燃
哉
コ
(中
略
)
右
を
相
制
候
文
け
の
御
仕
方
に
て
江
府
大
坂
両
所

と
も
場

カ

や

じ

ロ

ヤ

カ

カ

り

し

も

ロ

ロ

.

.所
見
斗
、
海
陸
に
會
所
三
四
ケ
所
御
取
建
、
荷
物
取
引
は
是
迄

の
通
、.
方
方
と
町
人
共
相
野
に
い
た
し
㍉
着
荷

の
節
は
船
廻
し

の
鋤
は
海
岸
會
所

駄
荷

の
分
は
陸
地
曾
所

に
て
必
品
を
改
・
買
方
よ
り
直
殴
書
差
出
置
・
且
脊
髄
取
計
候
に
は
役

々
聞

役
其
外
會
所
入
用
も
相
懸
候
間
・
聯
動
涛
邸

ロ

セ

も

ロ

カ

も

カ

へ

の

う

直
…段
に
噛
陳じ
運
上
御
粘駆
轟乱
、
軸醐
レ
日剛
迄
闇
一屋
此
ハ
の
口
鎮
丈
を
御
盆
井
倉
、研
…入
用
一
に
振
二回
候
樽
}の
仕
出ヵ
に
て
は
如
何
町
有
之
哉
、
　兀
山徊
樺
}紺
…成
横
上

元
方
の
も

の
共
に
速

々
申
論
、
代
金
渡
は
品
物
御
櫛
次
第

の
積

に
て
會
所
直
沸
に
願
は
せ
、
右

の
分
は
御
書
取

に
准
じ
候
取
計
に
い
た
し
、
叉
は

御
繰
合
空
節

は
貿
用
の
品

の
内
、
何

に
よ
ら
ず
元
方
よ
り
御
買
上
げ
御
拐
に
い
た
し
ハ
市
中
相
場
を
賓
崩
し
候
襟
に
も
取
計
、
其
外
臨
時
に
高
直

相
成
俵
詰
有
之
候
は
『
、
兼

て
改
置
候
直
段
、
井
品
物
仕
λ
元
高
取
調
、
格

別
の
利
潤
を
貧
候
も
の
は
共
晶
取
上
、
均
上
に
鹿
…じ
重
き
迅
料
杯
中

「
、
付
候
は
y
自
然
外
は
町
人
共

の
樒
を
挫
き
御
盆
に
も
相
成
可
申
歎
。』

即
ち

一
方

に
仲
間
組

合
を
磨

止
し

、
.他
方

に
江
戸
大

坂
入
津

の
貨
物

を
會

所

に
て
改

め
、
物
慣
引

上
げ

ざ

る
や

テ

に
し
、
.入
津
貨

物

に
封
ず

る
運
上

ご
し

て
従
来

の
問

屋

口
銭
を
幕
府

に
敗

め
ん
ご
す

る
も

の
で
あ

る
が
、

こ
の

方

法
は
商

櫃

回
収

の
目
的

よ
b
.も
寧

ろ
物
慣

政
策

に
重
き
を
置

き
、
そ

れ
に
商

権
回
牧
を

加
味

し
た

る
答

申
の
如

く
.に
見
え

る
。
.

.

一着
の
答
申

に
劃
し
て
町
奉
行
(馳
舳
蠕
騨
狩
)
は
問
屋
組
合
停
止
に
反
樹
で
あ
っ
た
の
で
、
其
部
分
を
除
き
、
武
家

方
に
て
は
彌
以
質
素
笛
倹
を
い
元
し
、
成
る
べ
き
だ
け
町
人
共

へ
用
達
金
等
申
付
ざ
る
や
う
心
掛
け
、
町
人
共
は



其
筋

に
て
精

々
探

索
し

、
高
直

に
責
出

し
た

る
品

あ
ら

ば
元

直
段
等

を
改

め
、
格
別
利
潤
を
賃
b
し
者
は
其
時
宜

に
慮

じ

、
急
度

庭
分
す

る

こ
ご

＼
せ
ば
、
武
家

の
権
威

も
立
ち

、
自
然

少
し
は
町
人
共

の
権
を
挫

く
こ
ご

、
も
な

る
で
あ
ら

う

こ
の
文
言

に
改

め
再

び
回
議

に
附
す

る
こ
ご

、
.な

つ
だ
。

、

次
に
寺
肚
奉
行
は
老
中
よ
り
の
諮
問
井
に
評
定
所
の
釜

に
謝
し
て
、
そ
の
意
見
を
勘
定
奔

(葎

駿

牲
)
に

述
べ
て
み
る
が
、
先
づ
諸
国
産
物
全
部
を
江
戸

へ
廻
逸
す
る
場
合
、
井
に
江
戸
廻
し
産
物
の
み
に
つ
い
て
仕
法
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
評
定
所
の
答
申
に
至
極
同
意
な
れ
ご
も
、
問
屋
組
合
を
停
め
江
戸
大
坂
両
所

へ
會
所

へ
建

て
、
貨
物
改
め
を
行
ひ
運
上
取
立
に
ウ
い
て
は

『問
屋
共
の
口
銭
を
公
儀
え
御
取
立
相
成
候
渚
に
て
聯
の
御
播
に

は
可
成
候
得
嫁
も
、
矢
張
運
上
爲
差
出
候
儀
に
候
得
ぱ
、
是
文
物
慣
引
下
げ
候
場
合
に
は
至
b
申
間
敷
、
左
候
得

ば
公
儀
御
盆
は
柳
に
て
世
上

一
統
高
償
の
諸
色
買
上
候
様
相
成
、盆
武
家
の
困
窮
を
招
候
筋
に
相
當
、何
分
可
燃
ε

は
難
申
』
ご
し
て
み
る
。
然
ら
ば
如
何
な
る
方
法
を
ざ
る
べ
き
か
。
之
に
就
て
は
寺
肚
奉
行
の
答
申
は
、審
國
強
兵

策
は

『
天
下
の
財
賓
を
掌
握
い
た
し
候
商
人
共
の
権
を
不
取
上
候
τ
は
右
御
趣
意
も
難
相
立
』
は
明
か
で
あ
る
が
、

然
し

一
時
に
取
挫
き
て
は
種
々
差
障
を
生
す
る
で
あ
ら
う
か
ら

『
諸
国
産
物
取
引
は
是
迄
の
姿
に
被
差
置
、
物
債

引
下
げ
方
の
拒
め
公
儀
井
諸
家
に
て
も
國
産
の
内
、
土
地
差
障
其
外
差
支
無
之
品
は
御
代
官
領
主
地
頭
の
見
込
を

以
、
江
戸
其
外
可
然
場
所
胤
會
所
取
立
、
叉
は
屋
敷

々
々
等
に
て
も
都
合
次
第
取
捌
、
公
儀
に
て
は
八
女
島
産
物

曾
所
等
の
振
合
に
見
合

(註
)
會
所
御
取
建
、
元
方
え
代
金
御
下
げ
の
上
、
直
に
右
會
所
え
諸
荷
物
差
向
、
是
迄
市

幕
末
に
於
け
る
幕
府
凌
物
書
所
設
立
計
豊

に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三

一
一

第

二
號

二
五



幕
末

に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
書

に
つ
い
て

第

三
十
二
巻

三

一
二

第

二
號

二
六

中

よ
り
御
買

上
相
成

候
公
儀

御
用

の
品

々
可
成
女
御
差

止

、
會
所
着
荷

の
内

よ
り
御
遣
方

に
い
た
し

、
其
蝕

の
分

は
武
家

町
方

の
無
差

別
御
沸

ひ
被
成
道

、
町
人
共

の
内

詰
責
致

皮
相
望
候

も

の
え
は
是
又
御
彿

直
段

を
以
被
差

遣
、

右
代

金
の
内

御
盆
相

成
候
分
會
所

諸
入
用

の
外
は
都

て
御
風
備

に
相
充
』

て
領
主
地
頭

の
分
も
右

に
准

ず

る
こ
ピ

、
す

る
。
・此

仕
法

に
し

て
出
乗
上

ら
ば
詰
紐

問
屋
共

の
取
引

も
正
路

ε
な
b

、
右
御
彿
直
段

に
見
合

せ
て
諸
物

償

自

ら
下
落

ず

ち
で
あ
ら
う
。

か
く

て
會
所

へ
引

上
げ

鴬

ゴ
け
は
問

屋
共

の
引

請
荷
物
を
減

せ
し
わ
け

で
あ

り
、
そ

れ
だ

け
商
人

の
利
権

を
挫

き
し

こ
ど

㌔
な

る
。

こ
の
-万
法
な
ら
ば
公
儀

丼

に
領
主
地

頭
に

お

い
て
其
所

の
国
産

を

費

枷

ぎ
し
わ
け

で
、
名

目
も
正
し

く
町
人
共

も
張

ひ
て
故
障
を
申

立

つ
る

こ
ご
あ

る
ま
じ
く

、
此
仕

法

が
追

々
盛

大
ご
な
ら
ば
、
會
所

へ
引
上
ぐ
る
品
も
追
々
培
加
し
、
ゆ
く
一

は
国
産
諸
品
は
大
方
は
武
家
よ
り
町
人
共
に
詰

責

す

る

や

う

に

な

す

、

諸

色

相

場

も

武

家

の

掌

握

す

る

所

こ

な

り

、

町

人

こ

も

の

利

権

を

奪

ふ

こ

ご

、

も

な

る

で

あ

ら

う

こ

し

、
實

施

の

曉

の

御

鯛

案

ま

で

も

添

へ
て
答

申

し

て

み

る

。

(
籠
年
二
胡
)

・..∵
(
註
)

強
に
所
謂
八
丈
島
産
物
宮
所

の
組
織

に
つ
い
て
は
未
だ
明
か
で
な
い
が
、
「
伊
豆
七
島
調
蔦
」
に
八
丈
　島
に
閲
し
て

『
御
年
貢
紬
五
百
四
十

ひ、・七
反
毎
年
定
納
仕
候

.
右
御
用
船
江
戸
出
帆
之
節
船
中
爲
用
米
畳
艘

へ
米

八
十
石
宛
相
渡
、
用
米
相
疫
り
候
得
者
、
高
著

の
上
、
惣
百
姓

へ
割

賦
仕
、
石
代
り
織
物

に
て
翌
年
返
納
仕
候
。
鍋
釜
大
小
四
百
二
十
三
、
隔
年
に
御
買
上
に
て
被
下
直
候
、
惣
百
姓
割
賦
仕
、
代
り
織
物

K
て
翌

年
亟
納
往
復
』

と
あ
る
こ
と
は
多
少

の
参
考
と
な
る
か
と
思

ふ
。

.
町
奉
行

も
組

合
停

止

の
こ
ご
を
除

き
前

記

の
如

き
訂

正
が
行

は

る
～
な
ら
ば
異
議
な
き
庭

で
あ

る
が
、
寺

瀧
奉

行

が
別
異

の
意

見
を
提

出

し
紀
る

に
つ
い
て
は

、
元

来
問
屋
組
合
商

法
筋

に
關
す

る
こ
ご
は
専

ら
町
奉

行

の
管

轄

6)史 料通信叢誌、第五編前、25頁



に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
見
も
之
を
提
出
す
る
を
可
ビ
し
、
改
め
て
勘
定
奉
行
に
之
を
上
申
し
て
み

る

(惟
)。
そ
の
内
容
は
、
先
づ
天
保
十
二
年
の
問
屋
組
合
停
止
の
無
数
な
り
し
こ
ご
、
翌
十
三
年
に
諸
家
産
物
專

責
を
禁
じ
た
る
こ
ご
、
嘉
永
四
年
の
問
屋
再
興
、
冥
加
上
納
停
止
、
同
六
年
浦
賀
表

へ
異
國
船
渡
來
、
米
穀
初
め

日
用
品
棉
底
差
支

に
相
成
ら
ざ
る
や
う
申
諭
せ
し
こ
と
、
安
政
二
年
十
月
の
地
震
出
火
以
来
諸
色
潤
澤
方
面
股
引

下
方
、
殊
に
材
木
類
急
速
潤
澤
に
致
す
べ
き
旨
余
せ
ら
れ
た
る
こ
ご
等
の
沿
革
、
井
に
組
合
再
興
の
目
的
井
に
結

果
等
を
述
べ
だ
る
後
、
諸
国
産
物
を
江
戸
表

へ
直
逸
す
る
に
は
元
方
仕
入
金
を
交
付
す
る
必
要
あ
り
、
海
上
難
破

船
の
取
計
方
,
損
失
の
見
込
等
も
あ
り
、
彼
是
差
支
の
筋
が
あ
っ
て
行
ひ
難
く
.
ま
陀

『
諸
問
屋
組
合
の
鬼
無
之

諸
品
武
家
の
進
逞
に
相
成
候
て
は
、
御
當
地
入
津
高
取
調
は
勿
論
、
以
後
非
常
の
災
害
有
之
候
節
、
市
中
御
敵
筋

諸
色
潤
澤
方
響
取
計
向
,
私
土
ハに
お
み
て
見
居
無
御
座
、
、其
上
再
興
後

い
ま
だ
十
ヶ
年
も
不
相
立
内
、
独
文
停
止

被
御
出
俟
て
は
、
町
人
共
都
て
の
取
引
を
危
踏
金
銀
融
通
に
差
響
」
き
、
結
局
武
家
の
差
支
ε
な
る
べ
く
、組
合
停

止
は
然
る
可
ら
ざ
る
こ
ビ
で
あ
る
か
ら

『
問
屋
組
合
の
義
は
先
づ
是
迄
の
姿
に
被
差
置
、
発
条
て
鯛
申
渡
置
候
通

り
諸
色
高
直
に
責
捌
、格
別
の
利
潤
を
賞
b
候
も
の
は
夫
々
吟
味
の
上
、御
仕
置
御
餐
等
申
付
候
儀
に
御
座
候
得
共

猶
此
上
精
舟
探
索

い
托
し
〆
買
〆
責
等
致
し
候
者
有
之
候
は
博
速
に
吟
味
取
掛
候
榛
可
仕
哉
ご
奉
存
候
』
ご
述
べ

て

み

る

。

荷
辰
五
月
の
町
奉
行
よ
り
の

「
國
産
責
捌
方
之
義
に
付
申
上
候
書
付
」
に
は
、
諸
家
國
産
が
『
領
主
地
頭
の
取
扱

幕
末

に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
誼
に
つ
い
て

第
三
十
二
巷

三

=
二

第
二
號

二
七

0



幕
末
に
於
σ
る
幕
府
産
伽
會
所
設
立
計
電
に
つ
い
て

第

三
十
二
巻

三

一
四

第

二
號

二
八

に
相
成
候
共
γ
町
人
の
助
力
を
借
不
申
候
て
は
、
仕
入
金
の
才
量
且
相
場
買
積
注
文
等
の
懸
引
不
馴
に
て
、
不
行

届
候
間
、
會
所
出
來
候
連
、
商
人
の
構
を
挫
、
武
家
の
衰
弱
を
立
直
箋

に
は
番

間
数
、
都
て
書
面
の
論
に
て

ば
良

怯
ビ
相
見
候

て
も
貴
地
を
踏

候
得

ば
案

外

の
故

障
有
之
』

云

々
ご
述

べ
、
,新
法
は
差
支

の
筋
多

く
有
害
無

益

の
義

に
至
ヶ
申
す

べ
き
か

ご
説

き

、
更

に
問

屋
組
合
停

止
井

に
再

興
の
際

の
事

情
等

を
述

べ
て
居

る
。

.・か

く
の
如

く
議

論
歴

々

に
分
れ

、

一
途

に
決
す

る
こ
ε
を
得

ざ

り
し

た
め
、

こ
の
計
書

は
實

現
す

る
に
至
ら

ざ

う
し
も

の

㌦
如

く
考

へ
ら
れ

る
。

三
、
慶
應
元
年
の
産
物
會
肺

'

ワ

.

.産
物
會
所
計
書
の
第
二
は
懸

元
年
+

百

の
・
ご
で
あ
る
。
帥
ち
そ
の
月
三
日
池
田
舞

守
・
山
。
駿
河
守

(
町
奉
行
)
小
栗
上
野
介
、
井
上
備
後
守
、
駒
井
甲
斐
守

(勘
定
奉
行
)
増
田
作
右
衛
門
・
星
野
腺
三
郎

(勘
定
吟

味
役
)
よ
り

・「
諸
色
會
所
収
建
方
の
儀
に
付
相
伺
候
書
付
」
を
差
出
し
た
が
・
そ
の
内
容
は
・
昨
年
来
物
慣
格
外

饗

し
た
・
た
・
取
調
所
を
設
け
、
直
段
引
下
げ
方
を
委

嚴
重
最

調
べ
・
申
諭
し
等
の
結
果

蒔

直
段
を
引

下
算

・
も
、
又
々
次
籍

讐

す
・
に
至
っ
た
。
そ
の
原
因
は

『
幕

の
品
位
を
賎
く
取
極
儀

を
始
・
世
上

奢
侈
に
相
成
、
無
益
に
百
物
を
遣
捨
候
儀
ご
奉
存
候
得
共
、
右
而
己
に
て
斯
迄
騰
貴
可
仕
理
も
有
之
間
敷
、
至
、固

事
御
多
端
之
威
よ
り
自
然
商
法
も
取
締
向
相
弛
、
利
権
下
に
移
候
よ
り
奸
商
其
虚
に
乗
、
〆
買
等
仕
、或
は
元
方
よ

7)諸 色會斬取建方之儀に付伺(雑 件錘所牧)
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め
申
合
無
謂
物
慣
引
上
候
儀
も
可
有
之
』
奸
商
の

一
二
を
所
罰
す
る
も
到
底

『
利
権
を
上
に
御
掌
握
被
遊
候
儀
に

も
難
至
』
さ
り
ビ
て
こ
の
ま
～
打
棄
て
お
く
べ
き
に
も
あ
.ら
す

『
再
三
再
四
評
議
仕
候
塵
右
の
弊
を

一
洗
仕
候
に

は
利
権
を
上
に
御
掌
握
無
之
て
は
、
池
も
行
れ
不
申
、
其
利
権
を
上
え
御
掌
握
被
成
猴
に
は
産
物
會
所
御
取
建
の

外
有
之
間
敷
」
垂

て
居
・
.
・
仁

・
つ
て
見
れ
ば
・
あ

計
渡

物
償
引
下
饗

し
て
碧

は
奨

む

、
和

毛

あ

る
が
、
結

局
は
商
権

を
官

府

に
回
収
す

る
こ
ご
を
以

て
根

本
方
饗

し

、
そ
れ
が

泥
め
に
は
産

物
會

所
を
建

て
ざ

る
可
ら
ざ

る
こ
ε
を

云

へ
る
も

の
で
あ

る
。

然
ら

ば
如
何
惟

る

方
法

に
よ

っ
て
産

物
會

所
セ
設

立
す

べ
き
か
、
そ

れ

に

つ
い
卍」
は
『
冶
仕
油

は
柳
各
国

に
廣
被

行

儀
貿
易

會
含

の
法

に
御
座

候
。
此
會

舎

の
法
大
略

を
左

に
申

上
候
』
ご
し

て
説

け

る
庭
は
、『
磐

へ
ば
江

戸
表
に

て

運
漕
辨

理

の
地

え
會
所

四
五

ヶ
所
取
建

、
納

屋
等

多
分

に
取
建
置

、
是
迄
問

屋
渡
世

の
者

こ
も
入

撰

の
上
、
曾
所

附
属

の
小
吏

ε
仕

、
御

用
向
爲

取
扱
候
積

り
。
大

坂
表

も
右
同
様

。
其
他
奈
良

、
堺

、
山

田
を
始

、
中
国
九

州
何

れ

も
都
會

の
地

に
は
其

所

に
悉

じ
會

所
取
建

根
積

、
東

北
國

の
分

臓
江
戸
表

よ
b
置
引
會

の
積

り
』

ご
あ
る
。

.
而
し

て
將
來

は
諸

品

一
般

に
取
扱

ふ
積

り
な

る
も

、
そ
は
容
易

な
ら

ざ

る
大
事
業

で
あ

る
か
ら

、
當
分
は
米
穀

を
始

め
日
用

品
の
み
を

取
扱

ふ
こ
ご

、
し

『
公
儀

よ
り
何
程

か
御

下
げ
金
有
之

、
町
人
共

の
内

よ
り
右
會
所

へ
差

金
爲
致
、
右
塞

の
分
、
出
金
高
嶽

じ
夫
皐

等
の
益
金
を
叢

遣
、
外

一
歩
を
曾
所
積
書

仕
・
蕎

の
節

手
當
方

に
仕
候
積
』

ご
あ

っ
て
、
從

來

の
問

屋
を

し
て
會
所
附
属

の
吏
員

だ
ら
し

め
、
官
民
共
同
出
資

の
方
法

に

幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
蟄
に
つ
い
て

第
三
十
二
懸

三
一
五

第
二
㌶

二
九



幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
設
立
計
叢
に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
一
六

第
二
號

三
〇

よ
り
て
経
螢

し
、
利
益
金

の

一
歩

を
積

立
金

ご
し

、
他

は
出

金
高

に
態

じ
て
配
當
す

べ
き
も

の
ビ
し

て
み

る
。

次

に

(
イ
)

右
會
所

に
て
取
扱
ひ
し
品
は
同
所

よ
り
問

屋
仲
買

へ
沸

下
げ
前
金
等
も
元
方

へ
貸
渡
し
遣

は
す

こ

ε
、

(
ロ
)
他

の
問

屋

へ
直
邊

し
來

り
し
貨
物

に

つ
い
て
は
其

問
屋
よ
り
迭
状
相
添

,
右
會

所

へ
届
出

で
し

め
、
廻

船
方

よ
り
も
同
標

に
な
さ
し

め
、
大

坂

に
て
仕
切
し
分
も

亦
同
様

の
手
練

を

ざ
ら
し

め
る
こ
ご
、
(
ハ
)
諸
家
産
物

の
類

に
て
借
金

の
引
當

ど
な

れ

る
分
は

別

に
仕

法
を
立

て

る
こ
ど
、
即
ち
該
産
物

を
會
所

へ
積

送
b
し

場
合

は
、

産

物
直
段

仕
切

を
立

て
惣
高

の
何
歩
を

金
主

へ
交

付
し

、
残
額

は
會
所

よ
b
代
金
を
支
彿

ふ
こ
ご
。

か
く

の
如

き
方

法
を

ε
ら

ば

正
路

に
商
責

を
螢

め
る
者
は

必
ず
右
會
所

へ
加

入
し
差

金
を
願
出

づ

べ
く
、
奸
商

は
彼

是
迷
惑
す

る
よ
b
最
初

は
葛
藤

を
生
す

る

こ
ご
あ

る

べ
き
も

、
三
五
年

の
後

に
は
必
ず
落
付

く

こ
ご
で
あ
ら

う

。
仍

て
右
仕

法
を
採
納
あ
ら
ば
其
旨
御
下
知

あ
り
た
く
、
然

る
上

は
猫
委
細

の
義

取
調

、
上
申
す

べ
し
、
依

て

一
同
評
議

し
此

段

伺
ひ
奉

る
ご
論
結

し
て
み

る
。

こ
の
伺

に
撤
し
同
月
廿

日

『
伺
之
通

被
心
得

恨
事
』

ご
の
指
令

が
あ

っ
た
。
そ

こ
で
炭
薪

、
水
油
、
蝋
燭
、
盤

味

噌

、
茶

、
雑

穀

、
紙

、
材
木

、
鐵
物

の
十
種

に

つ
き

『
右
諸
色
會
所

御
取
建

に
村
問

屋
共

の
内
、
會

所
附
属

に

被

仰
付
候
間
相
慮

の
も

の
雨
三
人
宛
入
撰
』
す

る
こ
ご

、
な

b
、
隠
密

廻

よ
b
調
査

の
上
、
人

名
を
録

上
し
、
十

二

月

に
入

っ
て
町
奉

行
其
他

連
名

に
て
右
適

當
の
人
物

に
會
所

附
御
用
達

を
仰
付
け
ら
れ
度

さ

こ
ご
を

上
申

し
、
更

に
ま

だ
伺
書
を
呈
し

て
御
府
内
運
漕

便

利
の
地

へ
會
所

四
五

ケ
所
も
取
建

て
、
納

屋
等

も
補

理
す

べ
き
筈

で
あ

る



が
、
先

づ
試

み

こ
し

て

一
ケ
所

取
建

,
問

屋
中

適
當

の
も

の
共

を
呼
出
し
談
判
仕
り

、
其
渡
世
向

の
模
様
を
篤

ε

聞
き
糺
し

把
く
、
就

て
は
會

所
御
用
向

取
扱
所
井

に
諸
問
屋
共
呼
出

取
調
所
等

相
兼

ね
、
濱
町
元
清
水
屋
敷

、
當

時
松
李

三
河
守

屋
敷

の
儀

は
船
附

も
よ
く
便

利

の
地

で
あ
る
か
ら

、
右
屋
敷
#
家
作
等
上
地

せ
し
め
宮
所
取
建
所

に
仕
度

、
若

し
右
場

所
上
地
仰
付

ら
れ
難

く
ば
新
大
橋
向
紀
伊

殿
御
屋
敷

會
所
地
所

に
仰
付
ら

れ
度

さ
旨
を

述

べ

て
居

る
。
之

れ

に
撤

し

て
は
同
月

廿
四

日
に
右

願

の
儀

は
取
上

げ
ら
れ
す

、
必
要

あ
ら
ば
町
奉

行

役
宅

、
勘

定
奉

行
宅

の
内

へ
問

屋
共

呼
寄
取
調

ぶ
る
か

、
或
は
何

れ

の
場
所

に
て
も
在
家

の
場
所
を
催

に
充
用

す

べ
く
、
會

所
開

設

、
諸
色
棚
方
決
定

の
上

、
地
所

を
撰
定

す

べ
し

ご
な
し

て
み

る
。
然

る
に
型

二
年

二
月
重

ね
て
會
斯
地
所

の
義

に
付

伺
書

を
出
し

、
役
宅
等

に

て
取
調

ぶ
る
も
差

支

な
き
が
如

一

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
て
は
威
…確
が
ま
し
く
、
新

規

の
仕
法

を
申
議
し
商

法
を
取
極

む

る
に
は
不
適

當

で
あ
る
か

ら
、
や
は
り
前

記

二
ヶ
所

の
候

補
地
を
會
所

地
所

に
仰

せ
付

け
ら
れ
た
き
旨
を
上
申

し
て
居

る
。

其
後

の
事

件

の
進

行

は
文
書

に
記
す

所
な
き
故

、
明

か
で
な

い
が
、
多

分
共
催

に
て
、

こ
の
計
書

も
亦
計
書

こ

し

て
経

つ
セ
も

の
で
は
な

い
か

ご
考

へ
ら

れ

る
。

四

、
結

論

以
上
の
安
政
二
年
及
慶
應
元
年
の
産
物
會
所
の
計
書
は
、
前
者
は
商
権
を
武
家
に
回
牧
す
る
こ
ご
を
第

一
の
目

幕
末

に
於

け
る
幕

府
産
物
會
【所
設
立
計
書
一に

つ
い
て

第

三
十

一一巻

一一=

七

第

二
一號

三

一
.



幕
末
に
於
け
る
幕
府
産
物
會
所
…設
立
計
量
邑
に
つ
い
て

第
三
十
二
巻

三
一
八

第
二
號

三
二

的

こ
し

、後
者

は
物
償

下
落
を
第

一
目
的

マ、
せ
る
が
如

く
で
あ

る
が
、
後
者

の
場

合

に
於

て
も
既

に
述

べ
し
如

く
商

権

回
牧

の

こ
?
、
が
述

べ
、b
れ
て
を

り
、
前

者

に
於

て
も
物

償

ご
全
然
無
關
係

で
あ
る
わ
け

で
は
な
一

、
問

屋
組
合

の
停
止
再
興

に
關
達

し

て
物
償

の

こ
ご
も
論
ぜ
ら

れ
て
る
る
の

で
あ

る
か
ら

,
趣
意
書

の
上

に
あ
ら
は
れ
た
文

言

上

に
於

て
は
、
そ

の
動
機

に
於

て
多

少

の
差
異

あ

る
如

く
で
あ

る
が
、
そ
の
方

策

の
上

に
於

て
は
彼
是
同

一
で
あ

り
、
商

賈

の
利
権
を
幕
府

の
手

に
牧

む
る
鮎

に
最

も
重
大
な

る
意
義
を
有
す

る
も

の
で
あ
ら

)
。

慶
應

…兀
年

は
{文
政
　二
年
・よ

b
数

へ
て
十
↓

年
目

に
轡
田
っ
て
趣
ア
9
、
安
(政
r二
年

の
計
毒
悪
が
、
そ

の
ま

、
連
.縛
…・的

に

引
縫

が
れ
討
議

を
繊

績

し
て
慶

應
元
年

の
計
書

こ
な

っ
た
も

の

で
な

い
こ
ご
は

い
ふ
迄
も
な

い
が
、
利
権

回
牧

若

く
は
物
慣

引
下
方
策

に
聞
す

る
考

が
常

に
當
局

に
存

し
て
み
た

こ
ご
は
明

か

で
あ
り
、
計
書

の
内
容

に

つ
い
て
も

両
者
相
似

起

る
庭

が
あ
り
、
又

池

田
播
磨

守
は
爾
回

こ
も
町
奉

行

こ
し

て
在
職
し
た
者

で
あ

る
か
ら
、
右

爾
回

の

計

蓋

に
多
少

の
連
絡

あ
る
こ
ご
は
之

を
認

め
ざ

る
を
得
ざ

る
庭

で
あ
ら
う
。

憂
慮

元

年
の
計
書

に

つ
い
て
は
更

に
注
意
す

べ
き

も
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
最

初

の
伺
書

の
中

に
あ

る

『
右

仕
法

は
帥

各
国

に

廣

被

行

候

貿

易

會

舎

の
法

に
御
座
候
』

ご
あ

る
こ
ε
是
れ

で
あ
る
。
私
は

こ

、
に
會
含

ご
あ

る

は
即
ち
會
肚

で
あ
り

、
慶
應
三
年

の
商
社

ご
同

じ
く
西
洋

の

コ
ン
パ

一一
一

の
こ
ご
で
め

る
ご
考

へ
る
。
而

し

て
産

物
會

所
設

立
の
方
法

こ
し
て
は

、
前

述
の
如

く
官

民

の
共
同
出
資

に
よ

っ
て
資

金
を
集

め
、
出

資
者

に
封
ず

る
利

益
分
配
を
認

め
て
を

る
か
ら

.

一
種

の
會

肚
組
織

化
る
性
質

を
有
す

る
も
の

ビ
す

べ
き

で
あ
ら

フ
。
況
や
會

肚
組



織
の
移
植
に
興
っ
て
カ
あ
り
し
小
栗
上
野
介
が
現
に
勘
定
奉
行
ご
し
て
在
職
せ
る
に
於
て
を
や
。
舎
枇
設
立
計
査

が
既
に
慶
膳
一
冗
年
国
よ

b
内
々
評
議
の
あ
っ
た
こ
ご
は
、
「
徳
川
慶
喜
公
侍
」
に
載
す
る
所
で
あ
る
品
、
そ
れ
が
掬

何
な
る
事
買
を
指
せ
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
記
す
る
底
な
き
が
故
、
知
る
こ
さ
を
得
ざ
る
も
、
こ
の
慶
臆
一
克
年
の

少
く
さ
も
そ
の
評
議
の
一
つ
で
は
な
い
か
さ
思
ム
。

否
、
そ
の
一
た
る
ぜ
否
さ
に

産
物
曾
所
の
設
立
の
如
き
は
、

か
、
わ
ら
や
、
伺
書
に
示
せ
る
慮
に
よ
り
て
考
ふ
れ
ば
、
之
を
以
て
西
洋
の
舎
一
枇
組
織
を
轍
入
せ
ん
ざ
す
る
一
事

質
ぜ
断
じ
て
不
可
な
か
る
ぺ
し
ご
信
や
る
。

物
倒
政
策
の
上
よ

b
昆
C
諸
家
同
産
の
版
買
に
干
捗
ど
加
へ
ん
、
ぐ
す
る
い
一
円
以
.
英
例
に
悲
し
か
ヨ
り
が
る
鴎
引

ゐ
る
。
例
へ
ば
前
遁
の
天
保
十
三
年
の
令
の
如
、
き
、
或
は
米
穀
回
誌
の
制
限
若
く
は
奨
励
の
如
ふ
、
或
は
慶
底
三

年
七
月
に
江
戸
大
阪
南
地
に
国
産
改
所
を
置
き
、
諸
国
産
物
の
運
送
肱
滞
さ
債
格
騰
貴
子
管
制
せ
ん
さ
せ
し
如
ト

そ
の
一
例
で
あ
る
。
然
し
此
等
は
本
稿
ド
話
通
せ
る
産
物
舎
所
、
師
丸
幕
府
自
ら
が
商
樺
を
回
牧
せ
ん
さ
す
る
ち

の
さ
.
英
性
質
を
異
に
す
る
こ
ご
は
い
ふ
迄
も
な
き
露
で
あ
る
。

要
す
る
に
幕
府
が
産
物
曾
所
を
設
け
て
商
権
を
回
牧
し
、
従
来
商
人
に
聾
断
せ
ら
れ
た
る
利
躍
を
そ
の
手
に
枕

め
ん
ご
し
た
る
こ
ご
は
、
幕
府
自
ら
町
人
化
せ
ん
注
す
る
に
至
っ
た
こ
芝
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
時
勢
の
盤
化
を

語
る
も
の
さ
い
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
亦
在
の
所
謂
幕
末
の
新
政
策
げ
一
た
る
e

へ
き
も
の
で
あ
る
。

幕
末
に
於
げ
る
幕
府
経
物
曾
一
州
設
立
計
査
に
づ
い
て

第
三
十
二
巻

九

第

披

理署三、 547頁
拙著、徳川幕府白米債調節参照
大阪市史、第二巻、 76.，頁
拙稿、幕末D新経済政策、(明治維新経哲~史研究所取)参照
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II) 


